
筑前町木造住宅性能向上改修工事費補助金について 

筑前町では、震災に強いまちづくりの実現に向け、以下の費用の一部を補助します。 

（R5.4.1～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆補助対象者（以下のすべての条件に該当する方） 

① 世帯全員が町税を滞納していないこと 

② 暴力団員でないこと 

③ 住宅の所有者かつ居住していること 

 

◆補助対象住宅（以下すべての条件に該当する住宅） 

① 筑前町内にある木造戸建住宅 

② 昭和５６年５月３１日以前に着工したもの 

③ 地階を除く階数が２以下のもの 

④ 耐震診断（※）の結果、上部構造評点が 1.0未満と診断されたもの 

⑤ 建築基準法及び関係法令の規定に違反していないもの 

⑥ 申請時点で申請者が居住している住宅であるもの 

※一般財団法人日本建築防火協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断に基づき、

建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条に規定する建築士が地震に対する建築物の安全性を

評価すること。 

 

◆補助金額 

   

補助区分 補助率 上限額 

性能向上改修工事 
40％ 耐震改修工事  60万円 

25％ 省エネ改修工事 20万円 

建替え等に伴う除却工事 23％ 30万円 

 

◆注意事項  

① 補助金申請する前に事前相談を必ず行ってください。 

② 補助金交付決定後に工事の着工を行ってください。 

③ 工事の内容に変更が生じた場合は、速やかにご相談ください。 

④ 当該年度の２月末までに、実績報告を提出していただく必要があります。 

 

 

 

 

●木造住宅の性能向上改修工事 

※原則として耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて行うもの。 

 

●建替え等に伴う木造住宅の除却工事 



◆補助金交付申請の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ お問い合わせ先  

筑前町都市計画課住宅政策係 （筑前町篠隈 373番地） 

☎０９４６（４２）６６４２（直通） 

町＜都市計画課＞ 申請者＜所有者＞ 設計・施工者 

耐震診断（一般診断） 

実施結果 

上部構造評点 1.0未満 

工事の設計書・見積もり依頼 

事前相談 

補助制度の説明・補助対象の確認 

交付申請書の提出 

交付決定通知書の受領 交付決定の通知 

申請書の受領・審査 

補助対象工事の契約 

補助対象工事施工 施工中の検査 補助対象工事 

工事完了報告等 実績報告書の提出 報告書の受領・確認 

補助金額確定通知書 

の受領 
補助金額の確定 

補助金交付請求書 

の提出 
請求書の受領 

補助金の振込 補助金の受領 


